
様式第５号

〒 〒

都道府県 市町村

有 ・ 無 有の場合
 82万6,500円以下の場合の年額  （            円）

受付印

         年     月     日 大 分 県 知 事    殿

①、②共通
受給者に
ついて

保険者番号

市町村

申請年１月１日の
住民票市町村

受給者でない
ものについて

② 国保・
後期高齢の

場合

※ 住民票
同一世帯員
全員を記入

（受給者及
び中学生以
下を除く）

上記のとおり変更事項を届出します。

届出者名

有 ・ 無

裏面記載の番号 （    ） 当該年額が82万6,500円を超える（はい・いいえ）裏面記載の年金等の
受給の有無及び年額

続柄変更者
に“○”

都道府県 市町村

続柄（   ） 被保険者 続柄（   ）

支給認定
基準世帯員

性別
生年月日

ふりがな
氏  名

ふりがな
氏  名

－－

その他

月 日
大正  昭和

平成  令和

保険者

記号番号

被保険者

保険者番号

個人番号
※新たな被保険者のみ記入、受給者は不要

都道府県 市町村

国 保

後期高齢

社保 共済

男 ・ 女

指定難病または
小児慢性特定疾病の有無

続柄

市町村

保険
種別

受給者番号
ふりがな

氏 名

電話番号

住  所

国 保

後期高齢

社保 共済

国 保

後期高齢

社保 共済

国 保

後期高齢

社保 共済

男 ・ 女

支給認定基準世帯員は、受給者の加入する医療保険により異なります。
・社保、共済の場合は、被保険者 → 変更があれば以下の①を記入
・国保、国保組合、後期高齢の場合は、受給者と同じ医療保険に加入する住民票同一世帯者 → 変更があれば以下の②を記入

保険者

記号番号

男 ・ 女

特定医療費（指定難病）変更届出書

－ －

新 旧

生年月日

住  所

年

変更事項
※該当するものに“○”

〒   ー

個人番号
※受給者と同一医療保険加入者のみ記入、届出済者は不要

都道府県

有の場合 氏名及び受給者番号

市町村

（       ）

電話番号

続柄

加入医療保険
に関する事項

国 保

後期高齢

社保 共済

男 ・ 女

性別
生年月日
男 ・ 女

男 ・ 女

都道府県

① 社保・
共済の場合

被保険者

申請年１月１日の
住民票市町村

都道府県



※前年に下記障害年金・遺族年金等の給付がある場合は、その番号を表面に記載してください。 様式第５号（裏面）

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

※委任しない事項は二重線を記入。

〈委任する内容〉1 特定医療費（指定難病）変更届に係る手続き

2 特定医療費（指定難病）受給者証の受領【自己負担額が変更になる場合】

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

（※）医療保険の資格情報が確認できる資料（以下のいずれかを提出してください。）

①医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」（写しを提出してください。）

②マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
　印刷したものを提出、もしくは保健所の窓口で資格情報画面を職員に提示してください。

⑿ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十
年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当

⑴ 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定に
よる改正前の国民年金法に基づく障害年金

⑾ 地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

⑽

⑺

⑻

国家公務員災害補償法（他の法律において準用する場合を含む）に基づく障害補償

委
　
任
　
状

代理人

委任者 氏名 住所

続柄

生年月日氏名

住所

連絡先

※代理人が届出をする場合に記入

・受給者の前年の障害年金等が確認できる年金証書等（受給がある場合）加入医療保険
支給認定基準世帯員
に関する事項

変更届出書に添付が必要な書類の例示

変更内容 必要書類

住所・氏名 ・戸籍抄本、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等（変更履歴が確認できるもの）

・マイナンバーカード又は医療保険の資格情報が確認できる資料（※）

・世帯員の指定難病または小児慢性特定疾病受給者証（該当がある場合）

・生活保護受給証明書（生活保護に該当した場合、福祉事務所等で交付を受けてください）

⑵ 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定によ
る改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金

⑹

⑶

⑷

⑸

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の
法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金、同条第六項に規定する移行農林年金のうち障
害年金及び同法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金

労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付及び障害給付⑼

船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に
基づく障害年金

国家公務員共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改
正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金

地方公務員等共済組合法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を
改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金

私立学校教職員共済法に基づく障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を
改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金


